
社会保障制度改革推進法第４条の 
規定に基づく「法制上の措置」の骨子 
（平成２５年８月２１日閣議決定） 

社会保障制度改革国民会議報告書 
（平成２５年８月６日） 

一 講ずべき社会保障制度改革の措置
等 
２．医療制度 
 

（１）個人の選択を尊重しつつ、健康管理
や疾病予防など自助努力を行うインセ
ンティブを持てる仕組みの検討など、個
人の主体的な健康の維持増進への取
組を奨励する。 

 

（２）情報通信技術、レセプト等を適正に
活用しつつ、事業主、地方公共団体及
び保険者等の多様な主体による保健事
業の推進、後発医薬品の使用の促進
及び外来受診の適正化その他必要な
措置を講ずる。 

 
 
 
 
 
 

Ⅱ 医療・介護分野の改革 
１ 改革が求められる背景と社会保障制度改革国民会議の使命 
（３）改革の方向性 
 ③ 健康の維持増進等 

 

その際、国民のＱＯＬを高めるとともに、高齢者の社会参加も含め、社会の支え
手を少しでも増やしていく観点からも、国民の健康の維持増進、疾病の予防及び早
期発見等を積極的に促進する必要も生まれてくる。具体的には、医療関連情報の
電子化・利活用のインセンティブを医療提供者に持たせるように取り組むとともに、
医療保険者がＩＣＴを活用してレセプト等データを分析し、加入者の健康づくりを行う
など疾病予防の促進等を図ることで、国民の健康寿命を延ばし、平均寿命との差
の短縮を目指していかなければならない。医療保険者はその加入者の健康維持・
疾病予防に積極的に取り組むようインセンティブが働く仕組みを構築するとともに、
加入者の自発的な健康づくりへのサポートの在り方等も検討すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「法制上の措置」の骨子と国民会議報告書の記述の比較 

平成２５年９月９日 第６７回社会保障審議会医療保険部会 資 料 ２  
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社会保障制度改革推進法第４条の 
規定に基づく「法制上の措置」の骨子 
（平成２５年８月２１日閣議決定） 

社会保障制度改革国民会議報告書 
（平成２５年８月６日） 

（６）持続可能な医療保険制度を構築す
るため、次に掲げる事項等について検
討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。 

 

① 医療保険制度の財政基盤の安定化
について次に掲げる措置 

 

イ 国民健康保険（国保）の財政支援の
拡充 

 
 
 

３ 医療保険制度改革 
（１）財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 
 
    国民皆保険制度を守るためには、こうした現在の市町村国保の赤字の原因や運

営上の課題を、現場の実態を踏まえつつ分析した上で、国民健康保険が抱える財
政的な構造問題や保険者の在り方に関する課題を解決していかなければならない。 
 （略） 
  ただし、国民健康保険の財政的な構造問題を放置したまま、国民健康保険の保

険者を都道府県としたとしても、多額の赤字を都道府県に背負わせるだけである。
したがって、抜本的な財政基盤の強化を通じて国民健康保険の財政的な構造問題
の解決が図られることが、国民健康保険の保険者を都道府県に移行する前提条
件となる。 

ロ 国保の保険者、運営等の在り方に関
し、保険料の適正化等の取組を推進す
るとともに、イに掲げる措置により、国保
の財政上の構造的な問題を解決するこ
ととした上で、国保の運営業務について、
財政運営を始めとして都道府県が担う
ことを基本としつつ、保険料の賦課徴収、
保健事業の実施等に関する市区町村
の積極的な役割が果たされるよう都道
府県・市区町村で適切に役割分担する
ために必要な措置 

２  医療・介護サービスの提供体制改革 
（２）都道府県の役割強化と国民健康保険の保険者の都道府県移行 
  
  効率的な医療提供体制への改革を実効あらしめる観点からは、国民健康保険に
係る財政運営の責任を担う主体（保険者）を都道府県とし、更に地域における医療
提供体制に係る責任の主体と国民健康保険の給付責任の主体を都道府県が一体
的に担うことを射程に入れて実務的検討を進め、都道府県が地域医療の提供水準
と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的に検討することを可能とする体
制を実現すべきである。ただし、国民健康保険の運営に関する業務について、財政
運営を始めとして都道府県が担うことを基本としつつ、保険料の賦課徴収・保健事
業など引き続き市町村が担うことが適切な業務が存在することから、都道府県と市
町村が適切に役割分担を行い、市町村の保険料収納や医療費適正化へのインセ
ンティブを損なうことのない分権的な仕組みを目指すべきである。 
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社会保障制度改革推進法第４条の 
規定に基づく「法制上の措置」の骨子 
（平成２５年８月２１日閣議決定） 

社会保障制度改革国民会議報告書 
（平成２５年８月６日） 

３  医療保険制度改革 
（１）財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 
 
  国民皆保険制度を守るためには、こうした現在の市町村国保の赤字の原因や運
営上の課題を、現場の実態を踏まえつつ分析した上で、国民健康保険が抱える財
政的な構造問題や保険者の在り方に関する課題を解決していかなければならない。 
（略） 
    ただし、国民健康保険の財政的な構造問題を放置したまま、国民健康保険の保
険者を都道府県としたとしても、多額の赤字を都道府県に背負わせるだけである。
したがって、抜本的な財政基盤の強化を通じて国民健康保険の財政的な構造問題
の解決が図られることが、国民健康保険の保険者を都道府県に移行する前提条
件となる。その財源については、後述する後期高齢者支援金に対する負担方法を
全面総報酬割にすることにより生ずる財源をも考慮に入れるべきである。 
  その際には、財政基盤の強化のために必要な公費投入だけでなく、保険料の適
正化など国民健康保険自身の努力によって、国民健康保険が将来にわたって持
続可能となるような仕組みについても検討すべきである。（略） 
 その際、協会けんぽの支援金負担への国庫補助が不要となるが、これによって
生ずる税財源の取扱いは、限られた財政資金をいかに効率的・効果的に用いるか
という観点から、将来世代の負担の抑制に充てるのでなければ、他の重点化・効
率化策と同様に今般の社会保障・税一体改革における社会保障の機能強化策全
体の財源として有効に活用し、国民に広く還元すべきである。こうした財源面での
貢献は、国民健康保険の財政上の構造的な問題を解決することとした上での保険
者の都道府県への円滑な移行を実現するために不可欠である。 
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社会保障制度改革推進法第４条の 
規定に基づく「法制上の措置」の骨子 
（平成２５年８月２１日閣議決定） 

社会保障制度改革国民会議報告書 
（平成２５年８月６日） 

ハ 健康保険法等の一部を改正する法
律（平成25年法律第26号）附則第２条に
規定する所要の措置 

 
 
 
 
 
 
 
 

３  医療保険制度改革 
（１）財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 
 
    また、上記の健康保険法等の一部改正法の附則においては、高齢者の医療に

要する費用の負担の在り方についての検討の状況等を勘案し、協会けんぽの国
庫補助率について検討する旨の規定が付されており、これにのっとって、高齢者の
医療に要する費用の負担の在り方を含めた検討を行う必要がある。その際、日本
の被用者保険の保険料率は、医療保障を社会保険方式で運営しているフランスや
ドイツ等よりも低いことや、前述のとおり健保組合間で保険料率に大きな格差があ
ること、その他被用者保険の状況等を踏まえ、被用者保険における共同事業の拡
大に取り組むことも検討が必要である。 

② 保険料に係る国民の負担に関する
公平の確保について次に掲げる措置 

 

イ 国保及び後期高齢者医療制度の低
所得者の保険料負担を軽減する措置 

 

３  医療保険制度改革 
（１）財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 
 

 次に、「保険料に係る国民の負担に関する公平の確保」についても、これまで保
険料負担が困難となる国民健康保険の低所得者に対して負担軽減が図られてき
たことが、国民皆保険制度の維持につながってきたことを踏まえるべきである。した
がって、まず、国民健康保険の低所得者に対する保険料軽減措置の拡充を図るべ
きであり、具体的には、対象となる軽減判定所得の基準額を引き上げることが考え
られる。 

 このような低所得者対策は、低所得者が多く加入する国民健康保険に対する財
政支援の拡充措置と併せ、今般の社会保障・税一体改革に伴う消費税率引上げ
により負担が増える低所得者への配慮としても適切なものである。 
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社会保障制度改革推進法第４条の 
規定に基づく「法制上の措置」の骨子 
（平成２５年８月２１日閣議決定） 

社会保障制度改革国民会議報告書 
（平成２５年８月６日） 

ロ 被用者保険者に係る後期高齢者支
援金の全てを総報酬割とする措置 

 

３  医療保険制度改革 
（１）財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 
 

 後期高齢者支援金に対する負担方法について、健康保険法等の一部改正により
被用者保険者が負担する支援金の3分の1を各被用者保険者の総報酬に応じた負
担とすること（総報酬割）を2013（平成25）年度から2年間延長する措置が講じられ
ているが、支援金の3分の2については加入者数に応じたものとなっており、そのた
めに負担能力が低い被用者保険者の負担が相対的に重くなっていて、健保組合
の中でも3倍程度の保険料率の格差がある。この支援金負担について、2015（平成
27）年度からは被用者保険者間の負担の按分方法を全面的に総報酬割とし、被用
者保険者間、すなわち協会けんぽと健保組合、さらには共済組合の保険料負担の
平準化を目指すべきである。この負担に関する公平化措置により、総数約1400の
健保組合の4割弱の健保組合の負担が軽減され、健保組合の中での保険料率格
差も相当に縮小することにもなる。 

ハ 所得水準の高い国民健康保険組合
に対する国庫補助の見直し 

 

３  医療保険制度改革 
（１）財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 
 
  加えて、所得の高い国民健康保険組合に対する定率補助もかねて廃止の方針

が示されており、保険料負担の公平の観点から、廃止に向けた取組を進める必要
がある。 
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社会保障制度改革推進法第４条の 
規定に基づく「法制上の措置」の骨子 
（平成２５年８月２１日閣議決定） 

社会保障制度改革国民会議報告書 
（平成２５年８月６日） 

ニ 国保の保険料の賦課限度額及び被
用者保険の標準報酬月額の上限額の
引上げ 

 

３  医療保険制度改革 
（１）財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 
 
  国民健康保険において、相当の高所得の者であっても保険料の賦課限度額しか

負担しない仕組みとなっていることを改めるため、保険料の賦課限度額を引き上げ
るべきである。同様の問題が被用者保険においても生じており、被用者保険におい
ても標準報酬月額上限の引上げを検討するべきである。 

③ 保険給付の対象となる療養の範囲の
適正化等について次に掲げる措置 

 

イ 低所得者の負担に配慮しつつ行う、
70歳から74歳までの者の一部負担金の
取扱い及びこれと併せて検討する負担
能力に応じた負担の観点からの高額療
養費の見直し 

 

３  医療保険制度改革 
（２）医療給付の重点化・効率化（療養の範囲の適正化等） 
 
   また、現在、暫定的に1割負担となっている70～74歳の医療費の自己負担につ

いては、現役世代とのバランスを考慮し、高齢者にも応分の負担を求める観点から、
法律上は2割負担となっている。この特例措置については、世代間の公平を図る観
点から止めるべきであり、政府においては、その方向で、本年6月に閣議決定した
「経済財政運営と改革の基本方針」のとおり「早期に結論を得る」べきである。その
際は、低所得者の負担に配慮しつつ、既に特例措置の対象となっている高齢者の
自己負担割合は変わることがないよう、新たに70歳になった者から段階的に進め
ることが適当である。 
 高額療養費制度については、所得区分ごとに自己負担の上限が定められている
が、現行の仕組みでは、一般所得者の所得区分の年収の幅が大きいため、中低
所得者層の負担が重くなっている。低所得者に配慮し、負担能力に応じて応分の
負担を求めるという保険料負担における考え方と同様の制度改正が求められる。
具体的には、高額療養費の所得区分について、よりきめ細やかな対応が可能とな
るよう細分化し、負担能力に応じた負担となるよう限度額を見直すことが必要であ
る。上記のとおり、70～74歳の医療費の自己負担に係る特例措置が見直される 
のであれば、自己負担の上限についても、それに合わせた見直しが必要になるが、
そのタイミングについては検討が必要になる。 

6 



社会保障制度改革推進法第４条の 
規定に基づく「法制上の措置」の骨子 
（平成２５年８月２１日閣議決定） 

社会保障制度改革国民会議報告書 
（平成２５年８月６日） 

ロ 医療提供施設相互間の機能の分担
や在宅療養との公平の観点からの外
来・入院に関する給付の見直し 

 

３  医療保険制度改革 
（２）医療給付の重点化・効率化（療養の範囲の適正化等） 
 

 まず、フリーアクセスの基本は守りつつ、限りある医療資源を効率的に活用する
という医療提供体制改革に即した観点からは、医療機関間の適切な役割分担を図
るため、「緩やかなゲートキーパー機能」の導入は必要となる。こうした改革は病院
側、開業医側双方からも求められていることであり、大病院の外来は紹介患者を中
心とし、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談することを基本とするシステム
の普及、定着は必須であろう。そのため、紹介状のない患者の一定病床数以上の
病院の外来受診について、初再診料が選定療養費の対象となっているが、一定の
定額自己負担を求めるような仕組みを検討すべきである。このことは、大病院の勤
務医の負担軽減にもつながる。もちろん、上記のような受診行動が普及するには、
医師が今よりも相当に身近な存在となる地域包括ケアシステムへの取組も必要で
あり、医療の提供を受ける患者の側に、大病院にすぐに行かなくとも、気軽に相談
できるという安心感を与える医療体制の方が望ましいことを理解してもらわなけれ
ばならず、患者の意識改革も重要となる。 

 さらに、今後、患者のニーズに応える形で入院医療から在宅医療へのシフトが見
込まれる中、入院療養における給食給付等の自己負担の在り方について、入院医
療と在宅医療との公平を図る観点から見直すことも検討すべきである。 
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社会保障制度改革推進法第４条の 
規定に基づく「法制上の措置」の骨子 
（平成２５年８月２１日閣議決定） 

社会保障制度改革国民会議報告書 
（平成２５年８月６日） 

（７）次期医療計画の策定時期が平成30
年度であることも踏まえ、（６）に掲げる
必要な措置を平成26年度から平成29年
度までを目途に順次講ずる。法改正が
必要な措置については、必要な法律案
を平成27年通常国会に提出することを
目指す。 

 

２  医療・介護サービスの提供体制改革 
（２）都道府県の役割強化と国民健康保険の保険者の都道府県移行 
 

 また、当該移行については、次期医療計画の策定を待たず行う医療提供体制改
革の一環として行われることを踏まえれば、移行に際し、様々な経過的な措置が必
要となることは別として、次期医療計画の策定前に実現すべきである。 
 

（８）（６）に掲げる措置の実施状況等を踏
まえ、高齢者医療制度の在り方等につ
いて、必要に応じ、見直しに向けた検討
を行う。 

 
 
 

３  医療保険制度改革 
（１）財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 
 
 なお、後期高齢者医療制度については、創設から既に5年が経過し、現在では十

分定着していると考えられる。今後は、現行制度を基本としながら、実施状況等を
踏まえ、後期高齢者支援金に対する全面総報酬割の導入を始め、必要な改善を
行っていくことが適当である。 

三 その他 
２．地方公共団体等との協議 
 

一に掲げる措置等のうち病床の機能分
化、医師等の確保及び国保の見直しに
関する事項について必要な措置を講ず
るに当たっては、これらの事項が地方
自治に重要な影響を及ぼすものである
ことに鑑み、地方六団体等の関係者と
十分に協議を行い、当該措置について
これらの者の理解を得ることを目指す。 

 

２  医療・介護サービスの提供体制改革 
（２）都道府県の役割強化と国民健康保険の保険者の都道府県移行 
 

 いずれにせよ、国民健康保険の保険者の都道府県移行の具体的な在り方につ
いては、国と地方団体との十分な協議が必要となる。 
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